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令和６年度 事 業 計 画

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

１ 漁 業 無 線 事 業

（１）漁船安全情報伝達事業

漁船の航行及び安全を確保するため、洋上を航行する漁船を対象として、

漁船の航行・操業の安全に関する情報を全国の中短波・短波漁業用海岸局

に提供する漁船安全情報伝達事業を引き続き行う。

また、災害や緊急時の情報伝達路を確保するため、災害時等の連絡網の

維持・点検及び災害時を想定した訓練等を実施する。

（２）漁業無線情報ネットワーク事業

現在の漁業用海岸局の情報ネットワークを維持し、各局の多様なニーズ

に対応するため、漁業無線に関する情報の伝達等を低コストでスムーズに

行うとともに、協会の活動や漁業無線の役割を広く一般の理解を深めるた

め、必要に応じてウェブサイトの改善及び運用を行う。

（３）海岸局等体制強化整備事業

既存船に対するＧＭＤＳＳの代替措置の担保機能の維持や緊急時の漁業

用海岸局間の業務提携等に関し、情報の収集・配信や会議の開催等を通じ、

各局の実情にあった対策の検討を支援する。

また、中短波・短波漁業用海岸局運営実態調査を例年通り実施する。

（４）漁業無線運用事業

漁業用海岸局及び漁船の船舶局の合理的かつ効果的な運用の確保と秩序

ある無線通信体制の維持を図るため、情報通信委員会を年２回開催すると

ともに、漁業無線全国通信時間表（２年ごと）を作成する。また、漁業無

線に関係する法令、制度について調査研究し、関係官庁及び関係団体に対

し、必要に応じ、建議・請願、意見具申、要請等を行う。

（５）資格取得支援事業

関係団体等と協力して、無線設備の技術操作が可能となる無線技士等の

資格取得を支援する。

（６）漁業無線従事者研修事業

漁業無線従事者の資質の向上を図るため、漁業無線に関する技術・運用



2

に関し、会員から要望がある案件について研修会を開催する。

（７）周知広報活動事業

電波法令遵守精神の高揚と違反通信の防止を図るため、各種会合を通じ

て違反通信防止対策の指導・強化を図るとともに、電波法令遵守月間の設

定及び全国水産高等学校長協会の協力を得て学生の手により作成したパス

ターの配布を行う。

また、洋上における漁業者や漁船の安全確保に資するため、関連情報の

収集・配信に務めるとともに、機会を捉え、関係方面と協力して広く関係

者に安全確保を呼びかける。

加えて、会報「漁業無線」を発行し会員に配布し、漁業無線に関する諸

法令の制定、改廃や水産施策その他必要事項を関係会員に周知、連絡する

とともに、協会の活動や漁業無線に関する情報をウェッブサイトに掲載し、

漁業無線や協会活動に対する一般の理解や認識を深めてもらう。

２ そ の 他 の 事 業

漁業無線等の功労者、優良漁業無線通信士及び優良漁業用海岸局等を対象

に表彰を行うとともに、叙勲、褒章その他の表彰についての総務省などから

の照会に応じて候補者を推薦する。

また、選択呼出番号の局別選定・交付等、本協会の目的を達成するため必

要な事項について所要の手続きを行う。

加えて、漁業無線の発展に寄与するため、関係諸団体との連携強化に努める。

更に会員加入の推進に努める。


